




一

改

正

後

改

正

前

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
貿
易
協
定

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
貿
易
協
定

（
本
文
略
）

（
本
文
略
）

附
属
書
Ⅰ

日
本
国
の
関
税
及
び
関
税
に
関
連
す
る
規
定

附
属
書
Ⅰ

日
本
国
の
関
税
及
び
関
税
に
関
連
す
る
規
定

第
Ａ
節

（
略
）

第
Ａ
節

（
略
）

第
Ｂ
節

日
本
国
の
関
税
に
係
る
約
束

第
Ｂ
節

日
本
国
の
関
税
に
係
る
約
束

第
一
款
か
ら
第
三
款
ま
で

（
略
）

第
一
款
か
ら
第
三
款
ま
で

（
略
）

第
四
款

農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置

第
四
款

農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置

１
か
ら
８
ま
で

（
略
）

１
か
ら
８
ま
で

（
略
）

９

牛
肉
に
つ
い
て
の
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置

９

牛
肉
に
つ
い
て
の
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置

（
略
）

日
本
国
は
、
２
の
規
定
に
従
い
、
日
本
国
の
表
の
「
実
施
区
分
」

(a)

(a)
欄
に
「S

G
1
*

」
又
は
「S

G
1
*
*

」
を
掲
げ
る
品
目
に
該
当
す
る
原
産

農
産
品
に
つ
い
て
、

に
定
め
る
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
の

(b)

み
、
当
該
原
産
農
産
品
に
対
し
て
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と

る
こ
と
が
で
き
る
。



　
二

日
本
国
は
、
次
の
全
て
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、

日
本
国
は
、
各
年
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の

に
規
定

(b)

(a)

(b)

(a)

の
規
定
に
基
づ
く
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き

す
る
原
産
農
産
品
の
合
計
輸
入
数
量
が
次
に
定
め
る
発
動
水
準
を
超

る
。

え
る
場
合
に
の
み
、
当
該
原
産
農
産
品
に
対
し
て

の
規
定
に
基
づ

(a)

く
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

各
年
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の

に
規
定
す
る
原
産

(i)

(a)

農
産
品
の
合
計
輸
入
数
量
が
、
次
に
定
め
る
発
動
水
準
を
超
え
る

こ
と
。一

年
目
に
つ
い
て
は
、

に
定
め
る
発
動
水
準

一
年
目
に
つ
い
て
は
、

に
定
め
る
発
動
水
準

(A)

(k)

(i)

(k)

二
年
目
に
つ
い
て
は
、
二
十
四
万
二
千
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

二
年
目
に
つ
い
て
は
、
二
十
四
万
二
千
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(B)

(ii)

三
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
の

三
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
の
前

(C)

(iii)

前
年
の
発
動
水
準
を
四
千
八
百
四
十
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン
引
き
上

年
の
発
動
水
準
を
四
千
八
百
四
十
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン
引
き
上
げ
た

げ
た
も
の

も
の

十
年
目
か
ら
十
四
年
目
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
は
、
当
該
年

十
年
目
か
ら
十
四
年
目
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
の

(D)

(iv)

の
前
年
の
発
動
水
準
を
二
千
四
百
二
十
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン
引
き

前
年
の
発
動
水
準
を
二
千
四
百
二
十
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン
引
き
上
げ

上
げ
た
も
の

た
も
の

十
五
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
の
前

十
五
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
の
前
年

(E)

(v)

年
の
発
動
水
準
を
四
千
八
百
四
十
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン
引
き
上
げ

の
発
動
水
準
を
四
千
八
百
四
十
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン
引
き
上
げ
た
も

た
も
の

の

四
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

(ii)
か
ら
の

に
規
定
す
る
原
産
農
産
品
及
び
二
千
十
八
年
三
月
八
日

(a)



三

に
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
で
作
成
さ
れ
た
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
（
以
下
「
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
」

と
い
う
。
）
の
締
約
国
（
原
署
名
国
に
限
る
。
）
か
ら
の
Ｃ
Ｐ
Ｔ

Ｐ
Ｐ
の
規
定
に
従
っ
て
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
お
け
る
原
産
品
と
さ
れ
る

産
品
（
以
下
「
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
原
産
品
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
日

本
国
の
表
の
「
実
施
区
分
」
欄
に
「S

G
1
*

」
又
は
「S

G
1
*
*

」
を

掲
げ
る
品
目
に
分
類
さ
れ
る
も
の
の
各
年
に
お
け
る
合
計
輸
入
数

量
が
、
次
に
定
め
る
発
動
水
準
（
以
下
「
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
発
動
水

準
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
こ
と
。

四
年
目
に
つ
い
て
は
、
六
十
三
万
七
千
二
百
メ
ー
ト
ル
・
ト

(A)
ン

五
年
目
に
つ
い
て
は
、
六
十
四
万
九
千
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(B)

六
年
目
に
つ
い
て
は
、
六
十
六
万
八
百
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(C)

七
年
目
に
つ
い
て
は
、
六
十
七
万
二
千
六
百
メ
ー
ト
ル
・
ト

(D)
ン

八
年
目
に
つ
い
て
は
、
六
十
八
万
四
千
四
百
メ
ー
ト
ル
・
ト

(E)
ン

九
年
目
に
つ
い
て
は
、
六
十
九
万
六
千
二
百
メ
ー
ト
ル
・
ト

(F)
ン

十
年
目
か
ら
十
四
年
目
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
は
、
当
該
年

(G)



　
四

の
前
年
の
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
発
動
水
準
を
五
千
九
百
メ
ー
ト
ル
・
ト

ン
引
き
上
げ
た
も
の

十
五
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
の
前

(H)
年
の
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
発
動
水
準
を
一
万
千
八
百
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

引
き
上
げ
た
も
の

四
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
に
お

(iii)
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の

に
規
定
す
る
原
産
農
産
品
の
合

(a)

計
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
の
前
年
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か

ら
の
当
該
原
産
農
産
品
の
合
計
輸
入
数
量
を
超
え
る
こ
と
。

（
略
）

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、

(c)

(c)

(b)
四
年
目
の
前
半
の
終
わ
り
ま
で
に
、
ま
た
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
の

要
請
に
よ
り
い
つ
で
も
、
こ
の
９
の
規
定
に
基
づ
く
農
産
品
セ
ー
フ

ガ
ー
ド
措
置
の
五
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年
に
お
け
る
適
用
の
条
件

を
修
正
す
る
た
め
に
協
議
す
る
。
協
議
の
結
果
と
し
て
修
正
さ
れ
た

条
件
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
書
面
に
よ
る
合
意

に
よ
り
効
力
を
生
ず
る
。

（
略
）

「S
G1

*

」
を
掲
げ
る
品
目
に
該
当
す
る
原
産
農
産
品
に
関
し
、

(d)

(d)
(i)

３

に
規
定
す
る
関
税
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(c)
一
年
目
及
び
二
年
目
に
つ
い
て
は
、
三
十
八
・
五
パ
ー
セ
ン

(A)
ト



五

三
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で
に
つ
い
て
は
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト

(B)

十
年
目
か
ら
十
三
年
目
ま
で
に
つ
い
て
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン

(C)
ト

十
四
年
目
に
つ
い
て
は
、
十
八
パ
ー
セ
ン
ト

(D)

十
五
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年
に
つ
い
て
は
、

(E)

日
本
国
が
当
該
年
の
前
年
に
こ
の
９
の
規
定
に
基
づ
く
農

(1)
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当

該
前
年
の
関
税
率
を
一
パ
ー
セ
ン
ト
引
き
下
げ
た
も
の

日
本
国
が
当
該
年
の
前
年
に
こ
の
９
の
規
定
に
基
づ
く
農

(2)
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
前
年

の
関
税
率
と
同
じ
も
の

「S
G
1
*
*

」
を
掲
げ
る
品
目
に
該
当
す
る
原
産
農
産
品
に
関

(ii)
し
、
３

に
規
定
す
る
関
税
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(c)
一
年
目
及
び
二
年
目
に
つ
い
て
は
、
三
十
八
・
五
パ
ー
セ
ン

(A)
ト

三
年
目
に
つ
い
て
は
、
三
十
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

(B)

四
年
目
に
つ
い
て
は
、
三
十
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

(C)

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で
に
つ
い
て
は
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト

(D)

十
年
目
か
ら
十
三
年
目
ま
で
に
つ
い
て
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン

(E)
ト



　
六

十
四
年
目
に
つ
い
て
は
、
十
八
パ
ー
セ
ン
ト

(F)

十
五
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年
に
つ
い
て
は
、

(G)

日
本
国
が
当
該
年
の
前
年
に
こ
の
９
の
規
定
に
基
づ
く
農

(1)
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当

該
前
年
の
関
税
率
を
一
パ
ー
セ
ン
ト
引
き
下
げ
た
も
の

日
本
国
が
当
該
年
の
前
年
に
こ
の
９
の
規
定
に
基
づ
く
農

(2)
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
前
年

の
関
税
率
と
同
じ
も
の

に
定
め
る
条
件
が
一
の
年
に
お
い
て
満
た
さ
れ
、
そ
の
結
果

(iii)

(b)
と
し
て

又
は

の
規
定
に
基
づ
き
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措

(e)
(ii)

(iii)

置
が
そ
の
翌
年
に
お
い
て
も
と
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
農

産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
適
用
に
当
た
っ
て
の
３

に
規
定
す

(c)

る
関
税
率
は
、
当
該
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
間
、
当
該
条
件
が
満
た
さ
れ
た
年
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
関
税

率
と
す
る
。

及
び

に
規
定
す
る
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
に
つ
い
て

及
び

に
規
定
す
る
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
に
つ
い
て

(e)

(a)

(b)

(e)

(a)

(b)

は
、
次
の
期
間
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
次
の
期
間
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
定
め
る
条
件
が
一
月
三
十
一
日
以
前
に
満
た
さ
れ
る
場
合

合
計
輸
入
数
量
が

に
定
め
る
発
動
水
準
を
一
月
三
十
一
日
以

(i)

(b)

(i)

(b)

に
は
、
当
該
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
適
用
の
日
が
属
す
る

前
に
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
適

会
計
年
度
の
終
了
ま
で
の
期
間

用
の
日
が
属
す
る
会
計
年
度
の
終
了
ま
で
の
期
間



七

に
定
め
る
条
件
が
二
月
中
に
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該

合
計
輸
入
数
量
が

に
定
め
る
発
動
水
準
を
二
月
中
に
超
え
る

(ii)

(b)

(ii)

(b)

農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
適
用
の
日
か
ら
四
十
五
日
の
期
間

場
合
に
は
、
当
該
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
適
用
の
日
か
ら

四
十
五
日
の
期
間

に
定
め
る
条
件
が
三
月
中
に
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該

合
計
輸
入
数
量
が

に
定
め
る
発
動
水
準
を
三
月
中
に
超
え
る

(iii)

(b)

(iii)

(b)

農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
適
用
の
日
か
ら
三
十
日
の
期
間

場
合
に
は
、
当
該
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
適
用
の
日
か
ら

三
十
日
の
期
間

こ
の
９
の
規
定
の
適
用
上
、
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
維

こ
の
９
の
規
定
の
適
用
上
、
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
維

(f)
(i)

(f)
(i)

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、

に
定
め
る
条
件
が
満
た
さ
れ

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
原
産
農
産
品
の
合
計
輸
入
数
量

(b)

た
公
表
期
間
の
終
了
後
五
執
務
日
目
の
日
の
翌
日
ま
で
に
開
始
す

が

に
定
め
る
発
動
水
準
を
超
え
た
公
表
期
間
の
終
了
後
五
執
務

(b)

る
。

日
目
の
日
の
翌
日
ま
で
に
開
始
す
る
。

こ
の
９
の
規
定
の
適
用
上
、
日
本
国
の
税
関
当
局
は
、
こ
の
９

こ
の
９
の
規
定
の
適
用
上
、
日
本
国
の
税
関
当
局
は
、
こ
の
９

(ii)

(ii)

の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
と
る
例
外
的
な
措
置
と
し
て
、
次
の

の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
と
る
例
外
的
な
措
置
と
し
て
、
次
の

期
間
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の

に
規
定
す
る
原
産
農

期
間
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の

に
規
定
す
る
原
産
農

(a)

(a)

産
品
の
合
計
輸
入
数
量
並
び
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
当
該
原

産
品
の
合
計
輸
入
数
量
を
各
公
表
期
間
の
終
了
後
五
執
務
日
以
内

産
農
産
品
及
び
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
締
約
国
（
原
署
名
国
に
限
る
。
）

に
公
表
す
る
。

か
ら
の
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
原
産
品
で
あ
っ
て
日
本
国
の
表
の
「
実
施
区

分
」
欄
に
「S

G
1
*

」
又
は
「S

G
1
*
*

」
を
掲
げ
る
品
目
に
分
類
さ

れ
る
も
の
の
合
計
輸
入
数
量
を
各
公
表
期
間
の
終
了
後
五
執
務
日

以
内
に
公
表
す
る
。

会
計
年
度
の
開
始
か
ら
各
公
表
期
間
の
終
了
ま
で
の
期
間

会
計
年
度
の
開
始
か
ら
各
公
表
期
間
の
終
了
ま
で
の
期
間

(A)

(A)



　
八

十
年
目
か
ら
十
四
年
目
ま
で
に
つ
い
て
は
、
四
半
期
の
開
始

十
年
目
か
ら
十
四
年
目
ま
で
に
つ
い
て
は
、
四
半
期
の
開
始

(B)

(B)

か
ら
各
公
表
期
間
の
終
了
ま
で
の
期
間

か
ら
各
公
表
期
間
の
終
了
ま
で
の
期
間

（
略
）

こ
の
９
の
規
定
の
適
用
上
、
「
公
表
期
間
」
と
は
、
次
の
そ
れ

(iii)

(iii)
ぞ
れ
の
期
間
を
い
う
。

各
月
の
初
日
か
ら
当
該
月
の
十
日
ま
で
の
期
間

(A)

各
月
の
十
一
日
か
ら
当
該
月
の
二
十
日
ま
で
の
期
間

(B)

各
月
の
二
十
一
日
か
ら
当
該
月
の
末
日
ま
で
の
期
間

(C)

日
本
国
は
、

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
年
目
か
ら
十
四
年

日
本
国
は
、

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
年
目
か
ら
十
四
年

(g)
(i)

(b)

(g)
(i)

(b)

目
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
、
四
半
期
に
お
い
て
次
の

及
び

の

目
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
、
四
半
期
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

(A)

(B)

条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
四
半
期
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置

か
ら
の
日
本
国
の
表
の
「
実
施
区
分
」
欄
に
「S

G1
*

」
又
は
「S

G

と
し
て
、
３
の
規
定
に
従
い
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
日
本
国

1
*
*

」
を
掲
げ
る
品
目
に
該
当
す
る
原
産
農
産
品
の
合
計
輸
入
数

の
表
の
「
実
施
区
分
」
欄
に
「S
G
1
*

」
又
は
「S

G
1
*
*

」
を
掲
げ

量
が

に
定
め
る
四
半
期
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
発
動
数
量
を
超
え

(ii)

る
品
目
に
該
当
す
る
原
産
農
産
品
に
対
す
る
関
税
率
を
九
十
日
の

る
場
合
に
は
、
３
の
規
定
に
従
っ
て
当
該
原
産
農
産
品
に
対
す
る

期
間
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

関
税
率
を
九
十
日
の
期
間
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
九

四
半
期
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
当
該
原
産
農
産

十
日
の
期
間
は
、
当
該
四
半
期
に
お
け
る
当
該
原
産
農
産
品
の
合

(A)
品
の
合
計
輸
入
数
量
が
、

に
定
め
る
各
年
の
発
動
水
準

計
輸
入
数
量
が
当
該
四
半
期
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
発
動
数
量
を
超

(b)
(i)
(D)

の
四
分
の
一
の
も
の
の
百
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
こ
と
。

え
た
公
表
期
間
の
終
了
後
五
執
務
日
目
の
日
の
翌
日
ま
で
に
開
始

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
当
該
原
産
農
産
品
及
び
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ

す
る
。
こ
の

に
定
め
る
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
３

(B)

(g)

(c)

Ｐ
の
締
約
国
（
原
署
名
国
に
限
る
。
）
か
ら
の
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
原

に
規
定
す
る
関
税
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

産
品
で
あ
っ
て
日
本
国
の
表
の
「
実
施
区
分
」
欄
に
「S

G1
*

」



九

又
は
「S

G
1
*
*

」
を
掲
げ
る
品
目
に
分
類
さ
れ
る
も
の
の
同
一

の
四
半
期
に
お
け
る
合
計
輸
入
数
量
が
、

に
定
め
る
各

(b)
(ii)
(G)

年
の
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
発
動
水
準
の
四
分
の
一
の
も
の
の
百
十
七

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
こ
と
。

に
規
定
す
る
九
十
日
の
期
間
は
、

に
定
め
る
条
件
が
満
た

(ii)

(i)

(i)

さ
れ
た
公
表
期
間
の
終
了
後
五
執
務
日
目
の
日
の
翌
日
ま
で
に
開

始
す
る
。

に
定
め
る
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
３

に
規
定
す

(iii)

(i)

(c)

る
関
税
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

十
年
目
か
ら
十
三
年
目
ま
で
の
間
に
当
該
条
件
が
満
た
さ
れ

十
年
目
か
ら
十
三
年
目
ま
で
の
間
に
当
該
条
件
が
満
た
さ
れ

(A)

(A)

る
場
合
に
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

る
場
合
に
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

十
四
年
目
に
当
該
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
十
八

十
四
年
目
に
当
該
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
十
八

(B)

(B)

パ
ー
セ
ン
ト

パ
ー
セ
ン
ト

こ
の

の
規
定
の
適
用
上
、
「
四
半
期
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
発

(ii)

(g)

動
数
量
」
と
は
、
各
年
に
つ
い
て
、

に
定
め
る
発
動
水
準
の

(b)
(iv)

四
分
の
一
の
も
の
の
百
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
い
う
。

日
本
国
は
、

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
年
目
か
ら
十
四
年

日
本
国
は
、

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
年
目
か
ら
十
四
年

(iv)

(b)

(iii)

(b)

目
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
、

に
定
め
る
条
件
が
満
た
さ
れ
、
同

目
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
日
本
国
の

(b)

時
に
、

に
定
め
る
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、

に
定
め

表
の
「
実
施
区
分
」
欄
に
「S

G
1
*

」
又
は
「S

G
1
*
*

」
を
掲
げ
る

(i)

(ii)

る
九
十
日
の
期
間
の
終
了
の
日
又
は

に
定
め
る
期
間
の
終
了
の

品
目
に
該
当
す
る
原
産
農
産
品
の
合
計
輸
入
数
量
が

に
定
め

(e)

(b)
(iv)



　
一
〇

日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
、
こ
の
９
の
規
定
に
基
づ
く
農
産
品

る
各
年
に
お
け
る
発
動
水
準
を
超
え
、
同
時
に
、
四
半
期
に
お
け

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
当
該
原
産
農
産
品
の
合
計
輸
入
数
量
が

に
定
め
る
四
半
期
の

(ii)

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
発
動
数
量
を
超
え
る
場
合
に
は
、

に
定
め
る

(i)

九
十
日
の
期
間
の
終
了
の
日
又
は

に
定
め
る
期
間
の
終
了
の
日

(e)

の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
、
こ
の
９
の
規
定
に
基
づ
く
農
産
品

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）

日
本
国
は
、
十
四
年
目
の
後
の
連
続
す
る
四
会
計
年
度
の
間
こ
の

(h)

(h)
９
の
規
定
に
基
づ
く
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
ら
な
い
場
合

に
は
、
そ
の
後
は
、
こ
の
９
の
規
定
に
基
づ
く
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー

ド
措
置
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
略
）

日
本
国
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
日
本
国
の
表
の
「
実
施
区

(i)

(i)
分
」
欄
に
「S

G
1
*

」
又
は
「S

G
1
*
*

」
を
掲
げ
る
品
目
に
該
当
す
る

原
産
農
産
品
の
日
本
国
へ
の
輸
入
を
衛
生
上
の
懸
念
の
た
め
に
全
面

的
又
は
実
質
的
に
三
年
を
超
え
る
期
間
停
止
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

停
止
を
全
面
的
又
は
実
質
的
に
解
除
し
た
後
四
年
間
は
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
か
ら
の
当
該
原
産
農
産
品
に
対
し
て
こ
の
９
の
規
定
に
基
づ

く
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
自
然
災
害

（
例
え
ば
、
厳
し
い
干
ば
つ
）
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る

生
産
力
の
回
復
が
妨
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
日
本
国
が
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
か
ら
の
当
該
原
産
農
産
品
に
対
し
て
こ
の
９
の
規
定
に
基
づ
く



一
一

農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
期
間
は
、
五
年

と
す
る
。

（
略
）

日
本
国
は
、
日
本
国
の
表
の
「
実
施
区
分
」
欄
に
「SG

1
*

」
を
掲

(j)

(j)
げ
る
品
目
に
該
当
す
る
原
産
農
産
品
に
つ
い
て
は
、
関
税
暫
定
措
置

法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
七
条
の
五
に
規
定
す
る

牛
肉
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
を
適
用
し
な
い
。

の
規
定
の
適
用
上
、
適
用
さ
れ
る
一
年
目
の
発
動
水
準

の
規
定
の
適
用
上
、
適
用
さ
れ
る
一
年
目
の
発
動
水
準
は
、

(k)

(b)
(i)
(A)

(k)

(b)
(i)

は
、
二
十
四
万
二
千
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン
に
、
分
母
を
三
百
六
十
五
と

二
十
四
万
二
千
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン
に
、
分
母
を
三
百
六
十
五
と
し
、

し
、
分
子
を
こ
の
協
定
が
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
そ
の
後
の
最
初
の

分
子
を
こ
の
協
定
が
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
そ
の
後
の
最
初
の
三
月

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
日
数
と
す
る
分
数
を
乗
じ
て
得
た
も
の

三
十
一
日
ま
で
の
間
の
日
数
と
す
る
分
数
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
決

に
決
定
さ
れ
る
。
適
用
さ
れ
る
発
動
水
準
を
第
一
文
の
規
定
に
従
っ

定
さ
れ
る
。
適
用
さ
れ
る
発
動
水
準
を
第
一
文
の
規
定
に
従
っ
て
決

て
決
定
す
る
に
当
た
り
、
一
・
〇
未
満
の
端
数
は
、
こ
れ
を
四
捨
五

定
す
る
に
当
た
り
、
一
・
〇
未
満
の
端
数
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
す

入
す
る
（
〇
・
五
は
、
一
・
〇
と
す
る
。
）
。

る
（
〇
・
五
は
、
一
・
〇
と
す
る
。
）
。

豚
肉
に
つ
い
て
の
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置

豚
肉
に
つ
い
て
の
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置

10

10

日
本
国
は
、
２
の
規
定
に
従
い
、
日
本
国
の
表
の
「
実
施
区
分
」

日
本
国
は
、
２
の
規
定
に
従
い
、
日
本
国
の
表
の
「
実
施
区
分
」

(a)

(a)

欄
に
「S

G
2

」
を
掲
げ
る
品
目
に
該
当
す
る
原
産
農
産
品
（
以
下

欄
に
「S

G
2

」
を
掲
げ
る
品
目
に
該
当
す
る
原
産
農
産
品
（
以
下

「
Ｓ
Ｇ
２
産
品
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
条
件
が
満
た
さ
れ

「
Ｓ
Ｇ
２
産
品
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
条
件
が
満
た
さ
れ

る
場
合
に
の
み
、
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
に
の
み
、
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

及
び

（
略
）

及
び

（
略
）

(i)

(ii)

(i)

(ii)



　
一
二

四
年
目
及
び
五
年
目
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

四
年
目
及
び
五
年
目
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(iii)

(iii)

（
略
）

（
略
）

(A)

(A)

日
本
国
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
基
準
価
格
よ
り
も
低

日
本
国
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
基
準
価
格
よ
り
も
低

(B)

(B)

い
価
格
で
輸
入
さ
れ
る
Ｓ
Ｇ
２
産
品
及
び
当
該
価
格
で
輸
入
さ

い
価
格
で
輸
入
さ
れ
る
Ｓ
Ｇ
２
産
品
及
び
当
該
価
格
で
輸
入
さ

れ
る
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
締
約
国
（
原
署
名
国
に
限
る
。
）
か
ら
の

れ
る
二
千
十
八
年
三
月
八
日
に
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
で
作
成
さ
れ
た

Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
原
産
品
で
あ
っ
て
日
本
国
の
表
の
「
実
施
区
分
」

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的

欄
に
「S

G
2

」
を
掲
げ
る
品
目
に
分
類
さ
れ
る
も
の
の
各
年
に

な
協
定
（
以
下
「
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
の
締
約
国
（
原

お
け
る
合
計
輸
入
数
量
が
、
次
に
定
め
る
発
動
水
準
を
超
え
る

署
名
国
に
限
る
。
）
か
ら
の
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
規
定
に
従
っ
て
Ｃ

場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
当
該
Ｓ
Ｇ
２
産
品
に
対

Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
お
け
る
原
産
品
と
さ
れ
る
産
品
（
以
下
「
Ｃ
Ｐ
Ｔ

し
て
こ
の

の
規
定
に
基
づ
く
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を

Ｐ
Ｐ
原
産
品
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
日
本
国
の
表
の
「
実
施

10

と
る
こ
と
が
で
き
る
。

区
分
」
欄
に
「S

G
2

」
を
掲
げ
る
品
目
に
分
類
さ
れ
る
も
の
の

各
年
に
お
け
る
合
計
輸
入
数
量
が
、
次
に
定
め
る
発
動
水
準
を

超
え
る
場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
当
該
Ｓ
Ｇ
２
産

品
に
対
し
て
こ
の

の
規
定
に
基
づ
く
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド

10

措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

及
び

（
略
）

及
び

（
略
）

(1)

(2)

(1)

(2)

（
略
）

（
略
）

(iv)

(iv)

か
ら

ま
で

（
略
）

か
ら

ま
で

（
略
）

(b)

(f)

(b)

(f)

か
ら

ま
で

（
略
）

か
ら

ま
で

（
略
）

11

15

11

15

第
五
款

（
略
）

第
五
款

（
略
）



一
三

第
Ｃ
節

（
略
）

第
Ｃ
節

（
略
）
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